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	１．基　　準
	①
	受益面積
	１ｈａ以上

	
	②
	受益戸数
	１戸以上

	
	③
	延　　長
	５０ｍ以上

	
	④
	幅員
	２．０ｍ以上（令和５年度より変更）

	
	⑤
	事業費
	１０万円以上

	
	⑥
	補助率
	見積書（領収書）又は、現地査定額の２分の１以内
上限は、1ｍ当り1,650円（3,300円/2）


※但し、申請件数は１人１路線とし、補助金額は１路線５０万円を上限です。
２．申請について

同封の『佐伯市作業道開設事業費補助金交付申請書』を記入の上、必要な書類を添えて林業課林業振興係又は各振興局に提出してください。

その後、あなたに『佐伯市作業道開設事業費補助金交付決定通知書』が届いて初めて着手できます。（※事前着手は、補助対象になりません。）
○申請書を提出する際に添付書類

１．開設予定位置図　２．見積書または収支予算書
３．着工前の写真　４．誓約書　５．その他
① 開設予定地に伐採が伴う場合は、伐採届後の受理通知書の写しが必要です。
② 保安林内の開設の場合は、保安林内作業許可書の写しが必要です。

③ 市税を完納していることが条件になります。

※手続きについて不明な点は、事前に林業課林業振興係へ問い合わせ下さい。
○工事内容等に変更の生じたときは、『佐伯市作業道開設事業変更申請書』を提出してください。（※金額の変更の場合は変更見積書の添付が必要です。）
３．工事完了後の報告について

　工事完了後は、すみやかに『佐伯市作業道開設事業完了報告書』を提出して下さい。

○完了報告書を提出する際に必要な添付書類

　１．事業完成写真　２．収支精算書　３．領収書（写）　４．その他
　　① 構造物ある場合、その確認ができる写真。

　　② 岩掘削・土砂運搬・敷砂利がある場合は、確認ができる写真。

　　③ その他、工事の状況がわかる写真。
　○なお、事業完了は令和６年２月末までとします。

４．現地査定について

工事完了後、現地査定を行います。査定額が、申請額を下回れば補助金の額は、申請額より下がります。
（例）事業費５０万円の場合

　　　現地査定の結果、査定額４８万円となった時、補助金額は２４万円となります。

５．補助金の交付確定について

補助金の交付確定額は、現地査定終了後に連絡いたします。

６．その他　現地の起点、終点に簡易標柱を立てて下さい。
（場所を案内していただく場合があります。）
